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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「経営理念」・「経営の基本方針」に基づき、意思決定の迅速化、経営責任の明確

化、コンプライアンス体制の充実・強化、及び適時・適切な情報開示などを通じて、株主・投資家の皆様等の信任を得ることであります。確固たるコ

ーポレート・ガバナンス体制は、適正な利益を確保し継続的な企業価値の増大を図る基盤であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

　 2021年６月の改訂後のコードに基づき記載しております。

【補充原則２－４①．中核人材の登用等における多様性の確保】

　 当社は、実力に応じた管理職への登用を行っております。また、多様性確保の観点から「女性活躍推進」の強化を図っており、以下の取り組み

を進めております。今後、中核人材における女性社員比率の目標を策定し、開示してまいります。

　 なお、外国人・中途採用者の管理職への登用については、国籍や採用時期に関係なく、管理職として登用しておりますが、多様性確保に向けた

取り組みにおいて、目標の策定について検討してまいります。

＜多様性確保に向けた取り組み＞

　 2025年度の正社員に占める女性社員比率の目標を20％以上と定めており、毎年、新卒採用者の40％以上を女性とする採用方針としておりま

す。女性社員比率の向上を通じて管理職をはじめとする中核人材における女性社員比率の向上を目指します。

＜人材育成方針＞

　 当社では、入社５年目とマネージャ職への昇格時に、キャリアパスに関する研修を実施しております。研修では、キャリアパスについて考え、行

動するための計画を策定し、上司や人事部門が内容を把握し、定期的にフォローアップしております。今後、多様性の確保に向け、女性や中途採
用者向けのキャリア形成に関する教育や研修について検討してまいります。

＜社内環境整備方針＞

　 当社では従業員が性別に関係なく各人の持つ力を最大限に発揮でき、ワークライフバランスの実現ができることを基本方針としております。

　 この方針に基づき、健康経営、女性の活躍に取り組んでおり、その内容は、本報告書「Ⅲ．３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取り組み

状況」や当社ウェブサイトに掲載しております。

【補充原則３－１③．サステナビリティについての取組み等】

【補充原則４－２②．サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等】

　 当社は、中期経営計画でSDGs／ESGに対する取り組み強化を掲げ、サステナビリティ推進委員会を中心に組織横断的に取り組みを進めており

ます。今後、サステナビリティについての具体的な取り組みや、TCFD等の枠組みに基づく対応について、検討を行い、開示してまいります。

　 人的資本や知的財産への投資については、当社の事業モデルにおいて、最も重要な資源は、技術力および業務知識から構成される人的資本

であり、常時、技術研修やOJTを通じてスキル・アップを図り、人的資本の蓄積に努めております。また、新たな分野の人的資本や知的財産の獲
得・拡充のため、M＆Aや中途採用についても積極的に取り組んでおり、現中期経営計画（2021年度から2025年度）では、新技術・DX分野やソ
リューション事業分野を中心に、5年間で200億円規模のM＆A投資を計画しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　 2021年６月の改訂後のコードに基づき記載しております。

【原則１－４．政策保有株式】

　 当社は、投資先企業との関係強化を図る等の経営政策上、保有の合理性があると判断した場合を除き、原則として政策保有株式を保有しませ

ん。

　 政策保有株式については、取締役会において年１回以上、銘柄毎に保有目的の適切性や、資本コスト等を踏まえた採算性について検証し、継

続して保有する合理性が認められなくなった株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めております。

　 政策保有株式の議決権については、原則として全ての銘柄の議決権を行使することとし、当社の中長期的な企業価値向上に資するものか、ま

た投資先の株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し適切に行使しております。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　 当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい

て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　 当社は、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置するとともに、外部の運用コンサルティング会社を

採用することにより、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努めております。

　 資産運用委員会の構成員には財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され、委員会は、運用コンサルティング



会社の意見や助言を踏まえ、政策的資産構成割合の策定や個別の組入資産の適切性を審議するとともに、各運用機関から報告される運用状況
を検証し、運用の委託先の妥当性等を審議しております。

【原則３－１．情報開示の充実】

　（１）当社は、経営理念として「NSDグループは、社員・お客様・株主の皆様との共存共栄を企業活動の原点として、常に最先端のIT技術を探求
し、人や社会の役に立つソリューションの創造・提供を通じて、社会の健全な発展に積極的に貢献します」を掲げ、また経営戦略・経営計画として
中期経営計画を策定しております。これらについては、当社ウェブサイトや有価証券報告書等で開示しております。

　（２）当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針については、当社ウェブサイトや有価証券報告書、コーポレート・ガバナ
ンス報告書（Ⅰ．１．基本的な考え方）等で開示しております。

　（３）取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、有価証券報告書やコーポレート・ガバナンス報告書（Ⅱ．１．機関構成・組
織運営等に係る事項 【取締役報酬関係】）等で開示しております。

　（４）取締役・監査役の選解任に当たっては、当社の業績や企業価値向上に対する貢献度、経営に関する知識や経験、法令・企業倫理に対する
見識等に基づき、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会で審議し、取締役会で株主総会議案として決定することとしておりま
す。

　（５）取締役・監査役の選解任については、その説明を株主総会招集通知の参考書類で開示しております。

【補充原則４－１①．経営陣への委任の範囲】

　 当社は、取締役会規定・ガバナンス委員会規定・経営会議規定・業務執行会議規定・職務権限規定・執行役員規定等により、取締役会の運営

や決議事項を規定するとともに取締役・執行役員の業務について明確にしております。これらの概要については、当社ウェブサイトや有価証券報
告書、コーポレート・ガバナンス報告書（Ⅱ．２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項）等で開示しております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　 当社では、会社法上の要件を満たすことに加え、中立かつ客観的な見地から当社経営陣に対する監視機能を果たすことが出来ること、当社の

経営課題について積極的な提言・提案が出来ること、及び企業経営や法務・会計等の専門分野での豊富な経験や高い見識を有していることを選
任の前提としております。

　 また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立社外取締役に指定してお

ります。独立社外取締役の独立性や選定理由については、株主総会招集通知に記載するとともに、当社ウェブサイト及び株式会社東京証券取引
所ウェブサイトに掲載しております。

【補充原則４－１０①．指名・報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割等】

　 当社は、取締役候補の指名や取締役の報酬などの取締役会の意思決定について、公正性・透明性・客観性を確保するため、ガバナンス委員会

（独立社外取締役３名と社内取締役１名で構成）を設置しております。ガバナンス委員会では、取締役候補者・監査役候補者の選定及び解任や取
締役報酬の体系等について審議し、取締役会に助言・提言を行うほか、取締役報酬の水準の決定など、取締役会から委任された事項を決定して
おります。

【補充原則４－１１①．取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

　 当社は、取締役会については、重要な経営判断と業務執行の監督を行うために豊富な知識や経験を持った取締役で構成され、企業経営の経

験、事業分野における専門性、法務、財務、国際経験等の多様性を確保するとともに、実質的かつ迅速な意思決定等を行える規模とすることが必
要と考えております。

　 当社の取締役会は、社内取締役３名と、独立社外取締役３名（うち１名は女性）で構成し、知識・経験・能力のバランスを備えつつ、多様性と適正

規模を両立しております。

　 また、監査役についても取締役会等で適切な助言を受けるために、豊富な経験と高い見識が必要と考えており、企業経営や財務の経験が豊富

な社内監査役１名と独立社外監査役２名を選任しております。

　 取締役候補者・監査役候補者の選定に関しては、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会で審議のうえ、決定しております。

　 なお、各取締役・監査役の専門性については、末尾添付の別紙１「取締役会構成員の専門性」をご参照ください。

【補充原則４－１１②．取締役及び監査役の兼任状況】

　 当社の取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼任する場合においても、当社でのそれぞれの役割や責務を適切に果たすために、十分な

時間と労力を充てて頂いております。また、その兼任状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書等で毎年開示しております。

【補充原則４－１１③．取締役会の実効性に関する分析・評価の概要】

　 当社取締役会は、毎年、各取締役・各監査役による自己評価に基づき、取締役会の実効性について分析・評価を行い、取締役会の運営等の改

善に活用しております。2021年３月期につきましては、取締役会の構成・運営、事業運営への影響力行使等の観点から分析・評価を行い、取締役
会は適切に運営され、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しました。

【補充原則４－１４②．取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　 当社は、取締役・監査役を対象とした株式会社東京証券取引所が提供する研修プログラムを導入するとともに、金融機関や弁護士、監査法人

等が開催する外部セミナーに参加を推奨し、費用を負担することで取締役・監査役としての役割及び責務についての理解を深めるための支援を
積極的に行っております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　 当社は、コーポレートセクレタリー部をＩＲ担当部署とし、社長をはじめ、同部担当取締役をIR担当取締役として株主との対話を推進しておりま

す。

　 機関投資家やアナリスト等に対しては、半期毎に決算説明会を開催するとともに、面談の申し出があった株主に対しては、面談の機会を設け、

理解を深めていただくよう努めております。個人投資家に対しても、個人株主向けＩＲフェアへ参加する等、様々な機会を活用して株主や投資家と
積極的な対話を推進しております。また、欧米やアジアの投資家に対しては、原則として年２回以上海外ＩＲを実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 8,672,800 10.99

ＩＰＣ株式会社 5,762,000 7.30

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY（常任代理人　香港上海銀行東京支店） 4,862,552 6.16

野村信託銀行株式会社 3,956,020 5.01

NORTHERN TRUST CO.（常任代理人　香港上海銀行東京支店） 3,303,495 4.18

株式会社日本カストディ銀行 3,112,900 3.94

有限会社ＫＤアソシエイツ 2,800,000 3.55

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY（常任代理人　株式会社みずほ銀行） 2,785,793 3.53

JP MORGAN CHASE BANK（常任代理人　株式会社みずほ銀行) 2,463,673 3.12

ＮＳＤ従業員持株会 2,327,488 2.95

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

　 当社は、親会社及び上場子会社を有しておらず、特記すべき事項はございません。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

川股　篤博 他の会社の出身者

陣内　久美子 弁護士

武内　徹 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

川股　篤博 ○ ―――

　 川股篤博氏は、製造業（日本たばこ産業株

式会社）の執行役員や子会社の経営者として
国内外において培った豊富な経験や経営に関
する高い見識と監督能力を有しております。こ
れらの経験や見識などを活かし、取締役会や
ガバナンス委員会において、客観的で広範か
つ高度な視点から助言いただくことにより、コー
ポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると
判断しております。

　 2021年３月期において、当社企業集団と日

本たばこ産業株式会社の企業集団との間に取
引関係はございませんので、株式会社東京証
券取引所が定める独立性基準に適合し、独立
役員に指定しております。



陣内　久美子 ○ ―――

　 陣内久美子氏は、社外取締役または社外監

査役となること以外の方法で会社の経営に関
与したことはありませんが、弁護士として培った
豊富な経験や法務全般に関する専門的知見を
有しております。これらの経験や知見を活か
し、取締役会やガバナンス委員会において、客
観的で広範かつ高度な視点から助言いただく
ことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の
強化が図れると判断しております。

　 同氏が代表弁護士である陣内法律事務所と

当社企業集団との間に顧問契約はなく、2021
年３月期においても報酬の支払いはございま
せんので、株式会社東京証券取引所が定める
独立性基準に適合し、独立役員に指定しており
ます。

武内　徹 ○ ―――

　 武内徹氏は、製造業（日東電工株式会社）の

経営者として国内外において培った豊富な経
験や経営に関する高い見識と監督能力を有し
ております。これらの経験や見識などを活か
し、取締役会やガバナンス委員会において、客
観的で広範かつ高度な視点から助言いただく
ことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の
強化が図れると判断しております。

　2021年３月期において、当社企業集団と日東
電工株式会社の企業集団との間に取引関係は
ございませんので、株式会社東京証券取引所
が定める独立性基準に適合し、独立役員に指
定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

ガバナンス委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

ガバナンス委員会 4 0 1 3 0 0
社内取
締役

補足説明

　 取締役会の意思決定における公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問委員会としてガバナンス委員会を設置しております。ガ

バナンス委員会は、委員長を代表取締役社長とし、社長及び社外取締役３名の合計４名で構成し、取締役・監査役の選解任や取締役報酬の体系
等について審議のうえ、取締役会に助言・提言を行うほか、取締役会から委任された事項を決定しております。なお、ガバナンス委員会は原則とし
て年２回（役員人事決定時、及び取締役報酬決定時）開催し、その他必要に応じて随時開催しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　 内部監査部門である監査室の監査結果は定期的に代表取締役社長、監査役に報告しております。また、監査役は、監査室からの内部監査

結果の報告、会計監査人から監査の実施状況の報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、監査室、会計監査人との相互連携を図っておりま

す。

社外監査役の選任状況 選任している



社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

小田　晉吾 他の会社の出身者

橋爪　規夫 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小田　晉吾 ○ －

　 小田晉吾氏は、IT企業（日本ヒューレット・

パッカード株式会社）の経営者として培った豊
富な経験や経営に関する高い見識と監督能力
を有しております。これらの経験や監督能力な
どを活かし、取締役会や監査役会において、客
観的で広範かつ高度な視点から助言いただく
ことにより、コーポレート・ガバナンスの一層の
強化が図れると判断しております。

　 2021年３月期において、当社企業集団と同

社との間には、日本ヒューレット・パッカード株
式会社向けシステム開発に係る取引がござい
ますが、その売上は極めて僅少（当社連結売
上高の1％未満）であることから、株式会社東
京証券取引所が定める独立性基準に適合し、
独立役員に指定しております。

橋爪　規夫 ○ －

　 橋爪規夫氏は、製造業（株式会社ニコン）の

経営者や監査役として培った豊富な経験や経
営に関する高い見識と監督能力を有しておりま
す。これらの経験や監督能力などを活かし、取
締役会や監査役会において、客観的で広範か
つ高度な視点から助言いただくことにより、コー
ポレート・ガバナンスの一層の強化が図れると
判断しております。

　 2021年３月期において、当社企業集団と株

式会社ニコンの企業集団との間に取引関係は
ないことから、株式会社東京証券取引所が定
める独立性基準に適合し、独立役員に指定し
ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項



　 当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

１．各事業年度の業績評価及び定性評価により、取締役賞与を支給しております。詳細については、「Ⅱ．１．機関構成・組織運営等に係る事項

【取締役報酬関係】」をご参照ください。

２．株式報酬型ストックオプションを2005年に付与いたしました。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

該当項目に関する補足説明

　 社内取締役に対して、業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションを付与いたしました。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

　 有価証券報告書及び株主総会招集通知において、取締役及び監査役の報酬をそれぞれ総額で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

（取締役報酬に関する方針）

　 当社の取締役報酬は、役位毎の役割・責任を報酬算定の基本としつつ、業績向上に対するインセンティブを強化するため、業績連動性を重視し

た制度としています。このため、取締役報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、短期業績連動報酬である賞与と中長期業績連動報酬である株
式報酬から構成し、個人別の報酬に占める業績連動報酬の割合は30％以上としています。ただし、業務執行から独立した立場にある社外取締役
については、業績連動報酬は相応しくないため、基本報酬のみを支給しています。

<基本報酬>

　 基本報酬は、役位毎の役割・責任に応じた固定報酬として支給しています。基本報酬は、役位に応じた報酬額を基本報酬テーブルとして定め、

これに基づいて支給しています。

<賞与>

　 賞与は、年次計画の達成や職務遂行に対する短期インセンティブ報酬として支給しています。賞与は、賞与算定基準に基づいて、役位に応じて

定めた賞与基準金額に業績評価及び定性評価の結果を反映して算定しています。

　 業績評価では、評価年度の業績を適切に反映する財務指標として、売上高、営業利益、経常利益及び当期純利益（連結ベース）を採用し、これ

らの目標に対する達成率を評価の指標としています。また、定性評価では、評価年度の財務指標では評価のできない取締役の役割・責任の遂行
状況や活動状況を評価しています。

＜株式報酬＞

　 株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図ること等を目的とした中長期インセンティブ報酬として支給しています。

　 当社は、株式報酬として、役位に応じて定めた株式報酬基準金額に基づいて、譲渡制限付株式を付与しています。なお、譲渡制限については、

株式報酬が中長期のインセンティブ報酬であることを踏まえ、退任時に解除することとしています。

（取締役報酬の額・算定方法等に関する決定手続き）

　 取締役報酬の内容及び決定手続きについては「取締役報酬及び執行役員報酬に関する方針」に規定しています。この方針は、独立社外取締

役を主要な構成員とするガバナンス委員会で審議のうえ、取締役会で決定しています。

　 ガバナンス委員会は、取締役会からの委任を受け、この方針に基づいて基本報酬テーブル、賞与算定基準及び賞与基準金額、ならびに株式報

酬基準金額を決定しています。

　 また、賞与については、賞与算定基準に従い、業務執行取締役の合議により支給対象者の業績評価及び定性評価を行い、個人別の支給額案

を策定します。この個人別の支給額案の妥当性をガバナンス委員会で検証のうえ、取締役会で支給総額を決議しています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　 社外取締役・社外監査役のサポート体制につきましては、コーポレートセクレタリー部等による適時・適切な情報伝達を通じて、職務の遂行をサ

ポートしております。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

　 過去に代表取締役社長等であった者が、現在相談役・顧問等の役職に就いているという実態はございません。定款において、取締役相談役を

置くことができる旨を定めております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

①コーポレート・ガバナンス体制

（体制の概要）

　 当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置き、そ

の他、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会、代表取締役社長の審議機関として経営会議及び業務執行会議、ならびに取締役会の下部
組織としてリスク・マネジメント委員会等の各種委員会を設置しております。また、取締役会の意思決定の迅速化及び監督機能の強化を図るととも
に、機動的な業務執行を図ることを目的に、執行役員制度を導入しております。

　 なお、体制図及び各機関の構成員等については、末尾添付の別紙２「コーポレート・ガバナンス体制」をご参照ください。

（取締役会）

　 取締役会は、社外取締役３名を含む取締役６名で構成しております。取締役会は原則として月１回以上開催し、経営や業務執行に関する重要

事項を決定するとともに、取締役の職務執行状況の監督を行っております。また、取締役会へは、監査役３名が出席し、意思決定や職務執行状況
の適法性等を確認しております。

（監査役（会））

　 監査役は、常勤監査役１名及び社外監査役２名を選任し、取締役会その他重要な会議への出席や業務・財産の調査等を通じて、取締役の職

務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況を監査しております。

　 監査役会は、監査方針及び各監査役の職務分担を決定し、各監査役の監査結果を協議するために定期的に開催しております。

（ガバナンス委員会）

　 取締役会の意思決定における公正性・透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問委員会としてガバナンス委員会を設置しております。ガ

バナンス委員会は、委員長を代表取締役社長とし、社長及び社外取締役３名の合計４名で構成し、取締役・監査役の選解任や取締役報酬の体系
等について審議のうえ、取締役会に助言・提言を行うほか、取締役会から委任された事項を決定しております。

（経営会議・業務執行会議）

　 代表取締役社長の審議機関として経営会議及び業務執行会議を設置しております。

　 経営会議は、議長を代表取締役社長とし、取締役６名（社外取締役３名を含む）及び常勤監査役１名の合計７名で構成し、経営計画、経営戦略

等の経営に関する重要事項を審議・報告するため、原則として月１回以上開催しております。

　 業務執行会議は、議長を代表取締役社長とし、取締役６名（社外取締役３名を含む）、常勤監査役１名及び役付執行役員５名の合計12名で構

成し、予算の策定及び執行状況等の業務執行に関する重要事項を審議・報告するため、原則として月１回開催しております。

（各種委員会）

　 当社の全社的リスク管理を遂行するために、取締役会の下にリスク・マネジメント委員会を設置するとともに、同委員会の下部組織として、コンプ

ライアンス委員会、情報セキュリティ委員会及びサステナビリティ推進委員会を設置しております。

(a)リスク・マネジメント委員会

　 リスク・マネジメント委員会は、全社的リスク管理の遂行を目的とし、委員長を代表取締役社長、委員を内部統制担当役員を含む関連役員・部

室長で構成しております。　

(b)コンプライアンス委員会

　 コンプライアンス委員会は、コンプライアンス違反への対応や未然防止策を策定することを目的とし、委員長を代表取締役社長、委員を関連役

員・部室長で構成しております。

(c)情報セキュリティ委員会

　 情報セキュリティ委員会は、全社的なセキュリティ対策や情報セキュリティポリシー等の規定策定を行うことを目的とし、委員長を総務部担当役

員、委員を関連役員・部室長で構成しております。

(d)サステナビリティ推進委員会

　 サステナビリティ推進委員会は、SDGs/ESGに対する取り組みを強化し、組織横断的に取り組むことを目的とし、委員長を経営企画本部担当役

員、委員を関連役員・部室長で構成しております。

②監査の状況

（監査役監査の状況）



　当社の監査役監査は、取締役会への出席、重要な決裁書類の閲覧、業務及び財産の調査、代表取締役や社内外取締役との原則四半期毎の
情報交換会や個別の意見交換等を通じて、取締役の職務執行状況や法令遵守及び内部統制機能の整備・運用状況等を監査しております。ま
た、会計監査人から監査計画の説明、四半期及び通期の監査報告、外部機関による会計監査人に対する品質管理検査の報告等を受け意見交
換を行うことで、会計監査人による監査の相当性、会計監査人の再任の適否、監査報酬の妥当性を監査しております。

　常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議である経営会議や業務執行会議への出席、当社各部門や子会社への往査、会計監査人や当社監
査室及び経理部等との意見交換を行っており、その情報や監査結果等を監査役会に報告することで、監査役監査の実効性向上を図っておりま
す。

　また、監査役（会）の機能強化のため、その職務を補助すべき使用人として監査室に属する使用人２名が兼務として選任され、監査役（会）の職
務遂行のサポートを行っております。

　 監査役の選任に当たっては、監査業務を行うに相応しい見識・能力の有無や独立性に留意しております。 監査役３名全員は事業会社の役員経

験者であり、財務・会計・法務に関する知見を有すると判断しております。 また、社外監査役２名は独立役員に指定しております。

（内部監査の状況）

　 当社の内部監査は、内部監査の組織として代表取締役社長に直属する監査室をおき、７名の要員が担当し、年度監査計画と監査チェックリスト

に基づき当社各部門及び関係会社を、「内部牽制機能の整備・運用状況ならびに法令・社内規定の遵守状況」を重点項目として監査しておりま
す。また、法令遵守の監査では、顧問弁護士の見解を参考にしながら行っております。監査結果は定期的に代表取締役社長、監査役に報告して
おります。

（会計監査の状況）

　 会計監査人につきましては、有限責任 あずさ監査法人を選任しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、山本哲也氏及び

貝塚真聡氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、会計士試験合格者等４名、その他４名であります。監査日程は、期末に偏る
ことなく期中においても適時監査が実施されております。また、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしており
ます。

③取締役及び監査役の責任免除

　 当社は、会社法第427条第１項及び当社の定款第24条、第31条の規定に基づき、損害賠償責任を限定する契約を社外取締役及び社外監査役

と締結しております。当該契約は、社外取締役または社外監査役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条
第１項に定める最低責任限度額を損害賠償責任の限度とし、最低責任限度額を超える額については、損害賠償責任を免除するものであります。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　 現状のガバナンス体制は、当社グループの事業領域が多岐にわたらないこと、及び事業規模に相応しい実効的かつ効率的なガバナンス機構

を構築することの各観点から採用するものであり、監査役の機能に併せて社外取締役を複数登用することで、経営に対する監督機能の強化・充
実を図っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 　 法定期日に対し１週間程度の早期発送を実施いたしております。

集中日を回避した株主総会の設定 －

電磁的方法による議決権の行使 　 2015年６月24日開催の当社第46回定時株主総会より実施いたしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

　2015年６月24日開催の当社第46回定時株主総会より実施いたしております。

招集通知（要約）の英文での提供 　 2015年６月24日開催の当社第46回定時株主総会より実施いたしております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
　 公正な情報開示を適切に行うとともに、投資家の皆様をはじめとするステー

クホルダーとの信頼関係を構築することを基本方針として、ディスクロー
ジャー・ポリシーを当社ウェブサイトに公開しています。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　 本決算及び第２四半期決算発表直後に決算説明会を開催しております。 あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
　 欧米を中心に年２～３回の頻度で投資家向け説明を行っております。

　 ※2020年４月以降、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、

海外ロードショーを見合わせ、web会議により対応しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
　 当社公開ウェブサイトに、決算短信、決算説明資料、有価証券報告書等を

掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
　 IR・SR・広報の担当部署として、コーポレートセクレタリー部（７名）を設置して

おります。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

　 社内規定等につきましては、　「ＮＳＤグループ行動基準」、「ＮＳＤグループ行動規範」を

制定し、企業倫理、行動規範等を定め、各ステークホルダーとの良好な関係構築をめざし
ております。



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

１．株主優待制度を通じた社会貢献

　 当社ではカタログから優待商品を選択いただく株主優待制度を実施しておりますが、こ

の優待商品の中に寄付メニューを設け、株主様のご厚意を募っております。

　 これまで、地震や豪雨の被災地への寄付メニューを設け、株主様とともに支援に取り組

んでまいりました。2020年度は、新型コロナウイルス感染症への対応にあたられている医
療従事者の方々や、医療現場を支援するための寄付メニューを追加しました。

　 その他、発展途上国における健康・教育への取り組みや、自然環境保護等に関する取り

組み、小中学生を対象とした文化事業への支援におきましても、株主様のご厚意をお届け
しております。

２．IT人材の育成

　 当社では、未来を担うIT人材の育成を目的に「すべての子どもたちにプログラミングを」を

コンセプトとするプログラミングクラブネットワークが主催する「こどもプログラミングコンテス
ト」や、日本のIT産業に優秀な人材を供給することを目的とする「全国高等専門学校プログ
ラミングコンテスト」に協賛しております。

３．障がい者支援

　 山梨県の八ヶ岳南麓に水耕栽培施設を設置し、障がい者による農業事業を立ち上げ、

地域の障がい者の雇用機会を創出するとともに自立支援活動を行っております。

　 また、本社及び支社では、書類のPDF化等の各種事務を障がい者の皆さんがサポートし

ております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

　「ＮＳＤグループ行動基準」、「ＮＳＤグループ行動規範」において、積極的かつ公平・公正
な情報開示を行う旨を定めております。

その他

１．健康経営への取り組み

　 当社は社員の健康を経営の重要課題と位置づけ、社員が健康で安全に働ける環境の

整備と維持に努めることを通じて、会社の持続的な成長を目指しております。

　 健康経営については、代表取締役社長を最高責任者、人事担当役員を施策の企画・実

行のトップとし、人事部が、経営企画部、ヘルスケア事業部、ＮＳＤ健康保険組合と連携し、
推進しております。

　 具体的には、以下の観点から、健康経営に積極的に取り組んでおります。

　 　 ・健康増進と重症化予防

　 　 ・育児、介護、治療と就業の両立支援

　 　 ・長時間残業をなくし、有給休暇を取りやすい環境づくり

　 なお、当社は、経済産業省が日本健康会議と共同で優良な健康経営を行う企業などを

認定する「健康経営優良法人2021（大規模法人部門）」に認定されております。

２．女性の活躍方針への取り組み

　 女性の活躍推進に向けて採用・配属・昇進等において男女の区別無く実力に応じた評

価を行っております。現在は執行役員をはじめ、課長やグループマネージャー等に女性を
登用しております。

　 育児支援策として法令を上回る休暇制度を導入するとともに育児休業期間中の復職支

援・情報提供や出産・育児休暇マニュアルの整備、産休時・復職時の各種説明会を実施す
るなど女性の活躍しやすい職場づくりに積極的に取り組んでおります。

　 このような取り組みにより、2008年より次世代育成支援対策推進法の「子育てサポート

企業」に認定されております。

３．社員交流の活性化

　 全社的な取り組みとして、年度当初に全社員を対象としたキックオフミーティングを開催

しているほか、支社毎に運動会等のイベントを開催しております。

　 また、有志の活動として、フットサルやボーリング等のスポーツイベント、音楽ライブのイ

ベント等、多様なイベントを開催しております。

　 ※2020年４月以降、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況に鑑み、イベントを

見合わせております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

（内部統制システムの整備状況）

　 当社は、企業活動の原点が、株主・取引先・社員との共存共栄であることを認識し、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社及び当社の関

係会社から成る企業集団の業務の適正を確保する体制を整備しております。その主な内容は次のとおりです。

　 当社及び関係会社において、取締役会規定をはじめ、業務分掌規定、職務権限規定等により、取締役、執行役員、及び職員の分掌と権限の明

確化を図り、所管する業務における内部統制を機能させております。

　 加えて、関係会社を含むＮＳＤグループの行動指針として、「ＮＳＤグループ行動基準」及び「ＮＳＤグループ行動規範」を定め、グループの全役

職員に周知し、適正な業務の執行を徹底しております。

　 代表取締役社長に直属する監査室は、ＮＳＤグループの事業活動全般について内部監査を実施し、業務執行の適正性を検証・指導しておりま

す。また、内部監査の結果や不祥事等の重要な事項については、監査役に報告することを義務付ける他、監査役が経営会議等の重要会議に出
席すること等により、監査役監査が実効的に行われる体制としております。

　 内部統制の強化・補完を図るため、役職員をはじめＮＳＤグループの業務に従事する全ての者が不利益を受けることなく通報できる通報・相談

窓口を、社内及び外部法律事務所に設置しております。

（リスク管理体制）

　 当社のリスク管理体制は、リスク管理規定に従い、リスク・マネジメント委員会が、全社横断的にリスク管理を遂行し、各リスクの担当部署や委

員会等を指導・監督する体制を採っております。

　 当社は常に様々なリスクを想定して事業活動を行っておりますが、リスク・マネジメント委員会は、それらのリスクの中から当社全体で優先的に

対処すべき重要なリスクを選定し、重点的にリスク管理を行っております。また、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスクなど重要なリスクに
つきましては、リスク・マネジメント委員会の下に各々委員会を設置し、機動的な活動により法令等遵守に関する指導や、個人情報を含む機密情
報漏洩等のリスクへの対策を講じております。

　 また、重大な災害等の緊急事態が発生した場合は、「事業継続計画書」に従って対応し、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を立ち

上げ事態の収拾にあたります。

（関係会社に対する管理体制）

　 当社は、関係会社の業務の適正を確保するために関係会社管理規定を制定しております。同規定に基づき、関係会社の重要事項の決定のう

ち、一定の事項については当社の事前承認を条件としているほか、関係会社の経営内容を把握するために必要な情報や、当社が適時開示を義
務付けられる関係会社の事象、重大なクレーム・トラブル等営業上重要な情報が、当該関係会社から当社に直ちに報告される体制を整備しており
ます。また、関係会社の取締役または監査役に原則として当社執行役員を１名以上選任しており、各関係会社の業績ならびに業務執行状況を適
宜当社取締役会に報告しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

　 当社は、「反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、不法・不当な要求には一切応じない。」ことを基本方針としております。この方針を

「ＮＳＤグループ行動基準」ならびに「ＮＳＤグループ行動規範」に明記するとともに、具体的な対応の窓口やルールを定め、全員に周知しておりま

す。さらに、取引に関する規定において「反社会的勢力との取引は、一切禁止する。」旨を規定しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　 企業価値の最大化が、各ステークホルダーの利益に寄与する施策と考え、買収防衛策は実施しておりません。将来、環境の変化等で、買収防

衛策を導入する場合には、適時適切に情報開示いたします。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の概要

１．会社情報の適時開示に係る社内体制の整備状況

　 当社は、社会的に健全かつ公正な企業活動を行っていくために、役職員が遵守すべき行動規範として、10項目の『ＮＳＤグループ行動基準』を

制定しておりますが、その中で企業情報の開示について、「私たちは、株主はもとより、社会とのコミュニケーションの重要性を認識し、迅速・適切

な情報の開示を行います」と定めております。

　 さらに、『ＮＳＤグループ行動基準』の具体的な行動指針を定めた『ＮＳＤグループ行動規範』において、情報の適時開示について次のとおり定

めております。「私たちは、株主、投資家、取引先をはじめ広く社会に対し、会社の情報を適時適切にかつ積極的に開示し透明性を高めるととも
に、社会の信頼を得るように努力します。私たちは情報の開示に当たって、定められたルールと方法によって行うとともに、外部から情報提供を求
められた場合は必ずコーポレートセクレタリー部に連絡しその指示に従います。」

　 また、『ＮＳＤグループ行動規範』では、「インサイダー取引」、「情報の管理と保全」等の規定を設け、情報全般の取扱についての役職員の行動

指針を定めております。『ＮＳＤグループ行動規範』については、代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会が、研修等による周知活
動を継続的に行うとともに、遵守状況をチェックし、実効性の維持を図っております。

２．会社情報の適時開示に係る会社の管理体制

　 当社は、情報開示の重要性に鑑み、情報取扱責任者にコーポレートセクレタリー部長を任命し、開示・広報・IR等はコーポレートセクレタリー部

が担当するものと定めた上で、各情報の適時開示に係る社内体制を以下のとおり構築し、運営しております。適時開示に係る業務フローについて
は、末尾添付の別紙３「適時開示に係る業務フロー」をご参照ください。

（１）決定事実に関する情報

　 取締役会等における決定事実については、決定に先立ち情報取扱責任者に集約しております。情報取扱責任者は開示規則等に照らして、開

示が必要な事項については、開示文書作成指示及びTDnetによる開示指示を関係部署に行うとともに、当社ウェブサイトに掲載し、当該情報の周
知を図っております。

（２）発生事実に関する情報

　 業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、その他開示の必要な事項が発生した場合、その事項を管轄する部門の責任者（部室長等）

に情報を集約したうえで、担当役員、情報取扱責任者、代表取締役社長に報告しております。情報取扱責任者は開示規則等に照らして、開示が

必要な事項については、開示文書作成指示及びTDnetによる開示指示を関係部署に行うとともに、当社ウェブサイトに掲載し、当該情報の周知

を図っております。

（３）決算に関する情報（四半期を含む）

　 決算に関する情報（本決算、四半期決算）の開示については、迅速かつ正確を旨とし、経理部を中心として作成した資料を取締役会において決

議のうえ開示しております。決議後、情報取扱責任者はTDnetによる開示指示を行うとともに、当社ウェブサイトに掲載し、当該情報の周知を図

っております。

　 会計上の事案については、監査法人と常に緊密な連携を保ち、適切・正確な処理を行うとともに、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、

四半期決算短信等については、監査法人ならびに監査役の監査等必要な手続きを経た上で開示しております。

　 また、業績の予想については、必要に応じ各部門の期末までの予算の見直しを行ったうえ、取締役会の決議を経て、適切な開示を行うこととし

ております。なお、開示を行う際には、情報取扱責任者は、開示規則等に照らして、開示文書作成指示及びTDnetによる開示指示を行うとともに、
当社ウェブサイトに掲載し、当該情報の周知を図っております。

（４）適時開示のチェック体制

　 決定事実・発生事実・決算情報については、情報取扱責任者に集約し、情報取扱責任者が適時開示の要否の決定を行うとともに、開示が適時

行われたことを確認することにより、適時適切な開示体制の確保に努めております。なお、重要事実につきましては、インサイダー取引等管理規
定に従い、情報管理の徹底及びインサイダー取引の防止を図っております。

　 また、各監査役は、取締役会等への出席の他、取締役からの聴取、計算書類等重要書類の閲覧などの方法により、上記チェック体制が適正

に機能しているかの監査を実施しております。



（別紙１）

法務／

コンプライ

アンス

今城　義和 ● ● ● ● ●

前川　秀志 ● ● ●

矢本　理 ● ●

川股　篤博 ● ● ● ●

陣内　久美子 ● ● ●

武内　徹 ● ● ● ●

近藤　潔 ● ● ●

小田　晉吾 ● ● ●

橋爪　規夫 ● ● ●

※各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

※各人に特に期待される専門性について記載しております。

監査役

氏名 企業経営

取締役会構成員の専門性

ＩＴ技術 財務／会計 国際経験

取締役



株主総会

取締役会

ガバナンス委員会

経営会議

業務執行会議

代表取締役社長 リスク・マネジメント委員会

コンプライアンス委員会

情報セキュリティ委員会

監査室

関係会社

執行役員

当社各部門

監査役（会） 会計監査人

選解任 選解任 選解任

監査 監査

監査

◎：当該機関の委員長または議長、〇：当該機関の構成員等

氏　名 役職名

各機関の構成

今城　義和

前川　秀志

矢本　理

川股　篤博

陣内　久美子

武内　徹

近藤　潔

小田　晉吾

橋爪　規夫

川内　達夫

黄川田　英隆

清田　聡

小松　昭隆

新野　章生

関連部室長

代表取締役社長

取締役専務執行役員

取締役専務執行役員

社外取締役

社外取締役

社外取締役

常勤監査役

社外監査役

社外監査役

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

常務執行役員

サステナビリティ推進委員会

コーポレート・ガバナンス体制

（別紙２）




